
農業用施設の設置は、農地転用許可不要の特例に該当す
る場合があります
　令和７年４月の農地法改正により、「認定農業者が農地を地域計画に定められた農業用施設に転用する場
合」は一定の要件を満たした場合、転用許可を不要とする特例が新設され、農地転用許可の迅速化が図られ
ることとなりました。
　また、従来どおり自己所有地において2a未満の自己用農業用施設を設置する場合も転用許可を不要とす
る特例に該当する場合があります。
　特例を活用するには、申出書の提出等必要な手続きがありますので、事前に農業委員会事務局（TEL 
0748-58-3712）までご相談をお願いします。
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令
和
四
年
三
月
に
定
年
退
職

し
、
一
年
間
滋
賀
県
立
農
業
大
学
校
就
農

科
（
以
下
、
農
大
）
で
農
業
の
勉
強
を
し

ま
し
た
。
父
母
が
花
卉
園
芸
農
家
で
、
近

所
の
方
々
と
ス
ト
ッ
ク
栽
培
を
手
掛
け
、

一
昔
前
ま
で
ス
ト
ッ
ク
の
産
地
と
し
て
頑

張
っ
て
い
ま
し
た
。
父
が
亡
く
な
り
、
私

も
花
卉
に
つ
い
て
学
ぼ
う
と
考
え
た
の
が

農
大
入
校
へ
の
き
っ
か
け
で
し
た
。

　

農
大
で
の
一
年
間
は
あ
っ
と
い
う
間
で

し
た
が
、
そ
こ
で
は
実
習
を
中
心
に
座
学

も
あ
り
、
農
業
に
役
立
つ
様
々
な
こ
と
を

学
び
ま
し
た
。
特
に
大
型
特
殊
及
び
け
ん

引
免
許
（
い
ず
れ
も
農
耕
車
限
定
）、
農

業
簿
記
三
級
、
食
品
衛
生
管
理
者
等
の
資

格
取
得
で
き
た
こ
と
は
あ
り
が
た
か
っ
た

で
す
。
ま
た
、
共
に
農
大
で
学
ん
だ
方
々

と
は
そ
の
後
も
繋
が
り
が
あ
り
、
困
り
ご

と
な
ど
を
相
談
し
合
え
る
仲
間
と
し
て
友

好
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

先
日
も
農
大
就
農
科
同
窓
会
、「
あ
し

ば
農
匠
会
」
に
参
加
し
、
諸
先
輩
方
も
含

め
た
交
流
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
際

に
知
っ
た
こ
と
で
す
が
、
国
の
経
済
状
態

や
物
価
高
（
特
に
園
芸
資
材
等
の
高
騰
）

を
反
映
し
て
か
、
こ
れ
ま
で
十
数
名
い
た

農
大
へ
の
入
校
生
が
激
減
し
、
近
年
は
数

名
程
度
ら
し
く
、
改
め
て
農
業
政
策
等
の

見
直
し
を
行
っ
て
ほ
し
い
と
強
く
感
じ
ま

し
た
。

　

農
大
修
了
後
に
つ
い
て
は
、
水
稲
に
加

え
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
三
棟
と
露
地
で
、

野
菜
（
ミ
ニ
ト
マ
ト
、
ナ
ス
、
キ
ュ
ウ
リ
、

ス
ナ
ッ
プ
エ
ン
ド
ウ
等
）
と
花
卉
（
ス

ト
ッ
ク
、
小
菊
、
リ
ア
ト
リ
ス
、
ユ
ー
カ

リ
等
）
を
栽
培
し
、
多
く
は
道
の
駅
に
出

荷
し
て
い
ま
す
。
諸
事
情
に
よ
り
、
手
広

く
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
地
元
中

心
に
年
老
い
た
母
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い

な
が
ら
、
ぼ
ち
ぼ
ち
と
や
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
、
自
治
会
の
区
長
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
自
治
会
の
皆
さ
ん
と
共
同
し

て
、
水
路
の
泥
上
げ
や
軽
微
な
補
修
、
農

道
の
路
面
維
持
や
除
草
作
業
等
の
保
全
活

動
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
ま

し
た
。
竜
王
町
は
こ
の
豊
か
な
田
園
風
景

も
含
め
て
竜
王
町
だ
と
思
い
ま
す
。
地
域

の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
り
な
が
ら
豊
か
な

農
業
環
境
と
景
観
形
成
等
を
図
り
、
農
村

環
境
の
良
好
な
保
全
に
取
り
組
ん
で
い
る

こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
自
治
会

で
策
定
し
た
「
地

域
計
画
」
に
基
づ

き
な
が
ら
、
地
元

農
業
の
持
続
可
能

な
発
展
に
少
し
で

も
貢
献
で
き
た
ら

と
考
え
て
い
ま

す
。

竜
王
町

�

農
業
委
員
会
だ
よ
り
TEL：58－3712

編集・発行
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きらり
ファーマー

岡
喜
商
店
で

�

農
業
を
は
じ
め
ま
し
た

株
式
会
社
　
岡
喜
商
店

持
続
可
能
な
農
業
の
発
展
に
期
待

市
田
　
太
芽
男

　

令
和
六
年
度
滋
賀
県
果
樹
品
評
会
の
梨

の
部
門
で
初
出
品
で
ま
さ
か
の
農
林
水
産

大
臣
賞
を
拝
受
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う

栄
誉
を
受
け
、
こ
こ
に
こ
う
し
て
厚
か
ま

し
く
も
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得

ま
し
た
株
式
会
社
岡
喜
商
店
で
す
。

　

梨
に
つ
い
て
は
、
山
之
上
生
産
組
合
の

組
合
員
と
し
て
個
人
の
名
前
で
、
組
合
発

足
当
時
か
ら
生
産
、
出
荷
に
取
り
組
ん
で

お
り
ま
し
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

農
地
を
荒
ら
し
て
は
い
か
ん
…
、
美
味
し

い
も
の
は
作
り
た
い
が
…
細
や
か
な
作
業

に
手
が
行
き
届
か
ず
…
、
ど
う
に
か
こ
う

に
か
、
ス
タ
ッ
フ
や
近
隣
農
家
さ
ん
に
助

け
て
も
ら
い
な
が
ら
維
持
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　

一
方
で
、『
近
江
牛
肉
』
の
販
売
と
飲

食
店
経
営
が
事
業
の
柱
と
な
っ
て
い
た
株

式
会
社
岡
喜
商
店
で
す
が
、「
よ
り
豊
か

な
食
文
化
の
創
造
…
」
と
い
う
会
社
理
念

の
も
と
、
地
元
産
食
材
を
で
き
る
だ
け
使

お
う
…
、
更
に
、
地
元
で
作
っ
て
み
よ
う

…
と
い
う
動
き
に
一
歩
踏
み
出
そ
う
と
い

う
こ
と
で
、「
梨
」
の
生
産
、
販
売
を
事

業
者
移
譲
し
た
直
後
の
こ
と
で
し
た
。

　

本
年
は
梨
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
施
設

栽
培
の
ミ
ニ
ト
マ
ト
や
イ
チ
ゴ
に
も
挑
戦

し
ま
す
。ま
だ
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、

投
資
回
収
計
画
、
計
画
の
見
直
し
を
繰
り

返
し
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

ま
も
な
く
ア
グ

リ
パ
―
ク
竜
王
さ

ん
や
岡
喜
本
店
の

店
頭
に
ミ
ニ
ト
マ

ト
や
イ
チ
ゴ
が
並

ぶ
日
が
参
り
ま
す

の
で
、
皆
様
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

編
集
後
記

　

今
年
は
、
梅
雨
も
短
く
、
毎
年
の
よ

う
に
夏
の
最
高
気
温
が
更
新
さ
れ
る
様

な
気
候
で
し
た
。

　

こ
の
様
な
気
候
の
中
で
、
農
業
者
に

と
っ
て
作
物
の
管
理
方
法
も
毎
年
、
柔

軟
な
対
応
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
対
応
を
考
え
実
行
す
る
の
も
農

業
と
い
う
職
業
の
面
白
さ
で
も
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
が
、
農
家
の
減
少
、
後

継
者
不
足
は
解
決
さ
れ
な
い
状
況
で

す
。

　

各
集
落
で
策
定
し
た
地
域
計
画
を
今

年
は
実
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

に
お
け
る
農
用
地
の
効
率
的
、
総
合
的

な
利
用
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

又
、
食
育
を
通
し
て
子
ど
も
の
頃
か

ら
農
業
と
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
に
よ

り
農
業
を
職
業
の
一
つ
と
し
て
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
農
業
委
員
と
し

て
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

今
後
と
も
皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

編
集
委
員

久
田
　
順
子
　
　
井
口
　
和
人

勝
見
　
太
一
　
　
松
林
　
八
好

中
島
美
佐
枝
　
　
諸
田
　
友
美

小
出
　
　
豊
　
　
松
瀬
　
　
伊

ビニールハウスを臨んで

https://www.nounen.go.jp
詳しくは… 農業者年金基金 検索

若い農業者の皆さん！
自分の老後自分で守れますか？

農業者年金なら・・・
保険料は自由に選べる！（２万円～６万７千円、千円単位）
　さらに、35歳未満であれば、１万円からでも加入可能！
認定農業者で青色申告者等には、

　　　　　国庫補助で手厚い支援！
　　　１万円の自己負担で２万円の積み立てが実現！
自ら支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象！
　　　　　　その他にも、税制面で優遇措置がある！

若い

今こ
そ年
金

アク
ショ
ン！

※農業者年金に加入できる方の要件は以下の通りです。
・年間60日以上農業に従事している方で、
・国民年金第１号被保険者（60歳未満）又は、
　　　　国民年金の任意加入者（60歳以上65歳未満）
※詳しくは、農業委員会事務局、またはＪＡへ！
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次年度（令和８年度）から「所有者
および耕作地に関する調査（８・１
調査）」を廃止します

農地の権利設定についての注意点
　令和７年４月から農地の権利設定は農地中間管理機構（以下「機構」という。）を通じた手続きに一本化
され、策定された地域計画（目標地図）に基づき権利設定を行う必要があります。
　また、目標地図と異なる権利設定を行う場合、地域計画（目標地図）の変更が必要となります。
●�機構を通じた農地の権利設定は機構を介した契約となるため、賃料（地代）の受払いも機構を通じて行う

必要があるなど、従来の二者間の契約（相対契約）とは大きく異なりますのでご注意ください。
●�農地法第３条に基づく手続きも引き続き可能ですが、機構を通じた手続きと同様に地域計画（目標地図）

に基づく必要があります。
※�農地の権利設定に関するお問い合わせは農業振興課農業委員会係（TEL 0748-58-3712）までお願いし

ます。

女性委員の活動
　令和７年６月に第29回湖国女性農業・推進委員協議
会総会・研修会がキラリエ草津で開催され、本町から
は女性委員、会長、副会長が出席しました。
　研修会では長野県の有限会社トップリバー嶋﨑田鶴
子取締役会長による「令和の農業界の女性の役割につ
いて」の講演が行われました。

　令和７年８月には東近江地域農業委員会連絡協議会を母体とした女
性委員交流会が開催され、管内２市２町の女性委員、農業委員会会長

（総人数17人）が参加しました。
　今年は、「私が経営する（したい）農産物直売所について」をテーマに、
２班に分かれてグループワークを行い、開業するお店のコンセプトか
ら集客活動まで６つのステップに合わせて自由に意見を出し合いまし
た。
　また、グループワークを通じた交流後に各班それぞれが思い描く直
売所について発表を行いました。
　当交流会は令和５年度に発足後、役員会も合わせると年２から３回

開催されており、東近江地域で活躍する女性委員と会長の意見交流の場として大変有意義なものとなってい
ます。
　交流会を通じて学んだ内容を活かして、引き続き女性委員活動の活性化に努めていきたいと思います。

詳細については、左記QRコード
からご確認いただけます。

　本町では令和６年度末をもって全集落において地域
計画の策定が完了し、今後は同計画のブラッシュアッ
プ、実行、実現のステージに移ることとなりました。
　農地利用最適化推進委員および農業委員は関係機関
と連携のうえ、地域の話し合い活動への参画、農地の
利用調整の促進を行っていきます。

　令和７年３月に「次世代に向けた地域農業推進研修
会」が開催されました。
　本研修会では株式会社農林中金総合研究所研究員を
講師に招き、地域計画の具現化に向けて集落営農組織
をめぐる状況や今後について事例を交えた講演が行われました。

　また、令和７年８月には地域計画説明会が開催され、地域の話し合い等により地域計画を
変更する場合の手続き等について説明が行われました。

　町における「地域計画」の取組状況については、右記QRコードからご確認いただけます。

（次世代に向けた地域農業推進研修会の様子）

（地域計画説明会の様子）


